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長野地方最低賃金審議会 

第３回長野県各種商品小売業専門部会 議事要旨 

 
 

 開 催 日 時   令 和 ３ 年 １ ０ 月 ８ 日      1 0 時 00 分 ～ 11 時 55 分  

 

 出 席 状 況  

 

 公 益 を 代 表 す る 委 員   出 席 ３ 人  定 数 ３ 人  

 労 働 者 を 代 表 す る 委 員  出 席 ３ 人  定 数 ３ 人  

 使 用 者 を 代 表 す る 委 員  出 席 ３ 人  定 数 ３ 人  

 

 議   題  

１ 長野県各種商品小売業最低賃金の改正審議について 

２ その他 

 

１ 長野県各種商品小売業最低賃金の改正審議について 

(１) 個別協議 

公労、公使による個別協議が繰り返された。 

 

(２) 全体協議 

個別協議から全体協議に切替え協議した結果、最終的金額提示は 

 労働者側代表 ２７円引上げ８８４円 

 使用者側代表 ２２円引上げ８７９円 

と協議が整わず、次回専門部会で協議を継続することとなった。 

 

２ その他 

次回専門部会の開催日程の確認。 

令和 3 年 10 月 25 日(月)10 時 30 分から長野労働基準監督署会議室 で 開 催 。

 

 

 

 配 付 資 料  

№１ 月例報告（内閣府）  

 

 

 

 

 

 


